
堺市上下水道局下水道技術共同研究（提案型）実施要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、堺市（上下水道局。以下同じ。）が国、地方公共団体、独立行政法人、

地方共同法人、公益法人、大学等教育機関及び民間企業等（以下「外部機関」という。）

の提案に基づき、主に堺市の施設を利用して、当該外部機関と共同で下水道技術の開発、

評価、検証及び標準化等を目的とした調査、研究及び試験（以下「共同研究」という。）

を実施するために必要な事項を定める。 

 

（共同研究の実施要件） 

第２条 共同研究は、次の各号のすべてに該当することを実施要件とする。 

 （１） 共同研究課題が、堺市下水道ビジョンの基本理念、使命及び中期実施計画に合

致したものであること。 

 （２） 共同研究として実施することが合理的かつ効果的なものであること。 

 （３） 共同研究の実施が堺市の業務に支障を及ぼすおそれがないこと。 

 （４） 共同研究の実施に際して、下水道施設の敷地その他の堺市所管地内に新たに研

究目的で使用する建築物その他の土地に定着する工作物の設置を要しないこと。ただ

し、公共下水道の管理に支障を及ぼすおそれがなく、かつ、撤去が容易な物件で堺市

上下水道事業管理者（以下「管理者」という。）が特に承認する場合にあっては、この

限りでない。 

 

（共同研究者の要件） 

第３条 共同研究を実施する外部機関（以下「共同研究者」という。）は、共同研究の実施

に十分な技術的能力、経済的基盤及び法令遵守規程を有するものでなければならない。 

 

（共同研究における役割分担） 

第４条 共同研究実施に当たっては、あらかじめ堺市及び共同研究者の役割分担を定める

ものとする。 

２ 堺市の役割は、堺市の有する施設を共同研究場所として提供しながら通常の運転管理

を行うこととする。 

３ 共同研究に要する費用は、それぞれの役割に応じて分担するものとする。 

 

（共同研究の手続等） 

第５条 共同研究を提案する者（以下「提案者」という。）は、次の内容を記載した共同研

究提案書（別記様式）を管理者に提出するものとする。 

 （１） 共同研究の名称、目的、手法及び想定される成果 



 （２） 共同研究の実施場所 

 （３） 共同研究実施体制及び共同研究実施計画 

 （４） 当該共同研究に関係する過去の研究成果 

 （５） 提案者の法令遵守規程及び前年度の財務諸表 

 （６） その他必要な資料 

 

（共同研究候補者の決定） 

第６条 管理者は、提案者から提出された共同研究提案書の内容が、第２条の共同研究の

実施要件及び第３条の共同研究者の要件を満たすと認めた場合は、その者を共同研究候

補者として決定し、提案者に通知する。ただし、共同研究候補者は、協定締結により共

同研究者となるまでは堺市と何らの契約関係にはない。 

２ 管理者は、共同研究提案書の内容が第２条の共同研究の実施要件又は第３条の共同研

究者の要件を満たすと認められない場合は、提案者に対して期限を定めて提案内容の変

更又は追加資料の提出を要請することができる。この場合において、期限内に提案内容

が変更されず、又は追加資料が提出されない場合は、管理者は、共同研究の提案がなか

ったものとみなす。 

３ 管理者は、前項の規定により変更された提案内容又は提出された追加資料に基づいて

も、第２条の共同研究の実施要件又は第３条の共同研究者の要件を満たすと認められな

い場合は、提案内容の変更又は追加資料の提出が行われてから３週間以内に、共同研究

を実施しない旨を提案者に通知するものとする。 

 

（協定の締結と公表） 

第７条 管理者は、前条により共同研究候補者として決定された者と、共同研究の内容及

び協定の締結について協議するものとする。 

２ 管理者は、前項の協議により共同研究候補者と共同研究の実施について合意が成立し

た場合は、協定を締結し、共同研究を実施するものとする。 

３ 管理者は、前項の協定締結後速やかに、研究の名称、目的、実施方法、実施計画及び

想定される成果を公表するものとする。 

 

（協定の変更） 

第８条 堺市において共同研究の計画又は内容等を変更する必要が生じた場合は、管理者

は、共同研究者と協議の上、当該共同研究の協定を変更することができる。 

 

 

（共同研究の中止） 

第９条 堺市において天災その他やむを得ない理由により、共同研究を継続することが困



難となった場合は、当該共同研究を中止することができる。この場合において、共同研

究者が被った損害について、堺市は、責任を負わないものとする。 

 

（研究成果の公表） 

第１０条 堺市及び共同研究者は、共同研究の年度毎の成果を公表し、共同研究が終了し

た場合は、それまでの成果を総括し、速やかに公表するものとする。 

 

（共同研究に伴う発明等） 

第１１条 共同研究で得られた発明等（考案、意匠及び商標等を含む。）の取扱いは、共同

研究者との協議により、協定で定めるものとする。 

 

 （適用範囲） 

第１２条 本要綱の規定は、主に外部機関の施設を利用して実施される共同研究に堺市が

参加する場合については、適用しない。 

２ 本要綱の規定は、堺市自ら外部機関に提案し、共同研究を実施することを妨げるもの

ではない。 

 

（補則） 

第１３条 この要綱に定めるもののほか、共同研究の実施に必要な事項は、管理者が別に

定める。 

 

   附 則 

 この要綱は、平成２３年１月１日から施行する。 

 



（別記様式） 

 

平成  年  月  日 

 

堺市上下水道事業管理者 宛 

 

提案者名 

 印 

住  所 

 

 

 

共同研究提案書 

 

 

堺市上下水道局下水道技術共同研究（提案型）実施要綱に基づき、下記内容で共同研

究を提案しますので、実施をご検討ください。 

 

 

記 

 

１．共同研究の名称、目的、手法及び想定される成果 

 

２．共同研究実施計画及び共同研究実施体制（担当者名及び連絡先を含む） 

 

３．実施要綱第２条の実施要件に合致する旨の説明資料 

 

４．実施要綱第５条に提出を指示された資料 

 

 


